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定
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1

事
件
の
概
要

本
件
は
、
原
告
ら
の
次
男
が
、
被
告
国
の
管
理
す
る
国

道
二
五
号
名
阪
国
道

(以
下

｢本
件
道
路
｣
と
い
う
。)

を
、
夜
間

(午
後
七
時
頃
)
自
動
車
で
走
行
中
、
山
添
橋

(以
下

｢本
件
橋
梁
｣
と
い
う
。)
付
近

会
不良
県
山
辺
郡

山
添
村
)
に
お
い
て
、
本
件
道
路
の
車
道
中
央
側
ガ
ー
ド

レ
ー
ル

(以
下

｢本
件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
｣
と
い
う
。
)
に

衝
突
し
、
そ
の
直
後
に
本
件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
乗
り
越
え

て
、
本
件
橋
梁
を
構
成
す
る
上
り
下
り
の
橋
梁
の
隙
間

(以
下

｢本
件
空
間
部
分
｣
と
い
う
。)
か
ら
転
落
、
死
亡

し
た

(以
下

｢本
件
事
故
｣
と
い
う
。
)
こ
と
に
つ
き
、

被
告
が
通
常
の
安
全
管
理
を
怠
り
、
転
落
防
止
策
を
講
じ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
し
て
、
国
家
賠
償
法

二
条
一
項
に
基
づ
き
損
害
賠
償
請
求
を
し
た
も
の
で
あ
る

盆
覗求
額
…
九
五
四
一
万
八
六
九
九
円
)。

2

原
告
の
主
張

本
件
橋
梁
上
を
歩
行
す
る
者
が
、
本
件
空
間
部
分
を
安

全
な
場
所
と
考
え
て
、
進
入
す
る
こ
と
は
通
常
あ
り
う
る

行
為
で
あ
り
、
被
告
は
、
本
件
空
間
部
分
か
ら
歩
行
者
が

転
落
す
る
こ
と
を
、
通
常
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
よ

っ
て
、
本
件
空
間
部
分
に
、
容
易
に
乗
り
越
え
ら
れ
な
い

防
護
柵
を
施
す
か
、
転
落
防
止
ネ
ッ
ト
を
設
置
す
る
等
の

転
落
防
止
措
置
を
探
る
義
務
が
あ
り
、
こ
の
措
置
が
探
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、道
路
管
理
の
瑕
疵
に
当
た
る
。

3

被
告
の
主
張

自
動
車
専
用
道
路
で
あ
る
本
件
道
路
に
お
い
て
、
歩
行

者
が
想
定
さ
れ
る
の
は
、
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、
車

両
運
転
手
等
が
降
車
し
た
場
合
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、

車
両
運
転
手
等
が
行
う
べ
き
行
動
は
、
後
続
車
両
に
事
故

発
生
を
知
ら
せ
て
、
二
次
的
事
故
発
生
防
止
措
置
を
講
じ

る
こ
と
、
周
囲
の
安
全
を
確
認
の
上
、
安
全
な
場
所
へ
退

避
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
件
橋
梁
に
お
い
て
は
、
夜
間
で

あ
っ
て
も
橋
梁
と
認
識
で
き
る
よ
う
標
識
を
設
置
し
て
い

る
こ
と
、
道
路
上
の
状
況
を
確
認
で
き
る
よ
う
十
分
な
照

明
灯
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
本
件
空
間
部
分
に

人
が
自
ら
の
音
宙
心
で
入
る
こ
と
を
予
測
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
こ
と
等
か
ら
、
道
路
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠

い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

4

判
決
の
要
旨

本
件
事
故
は
、
本
件
橋
梁
の
管
理
の
瑕
疵
よ
る
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
被
害
者
は
、
本
件
空
間

部
分
に
、
安
易
に
、
体
重
の
か
か
る
方
法
で
足
を
入
れ
た

と
推
認
さ
れ
る
の
で
、
七
割
の
過
失
相
殺
を
す
べ
き
で
あ

る
o

5

判
決
の
ポ
イ
ン
ト

①

本
件
空
間
部
分
を
中
央
分
離
帯
と
し
て
避
難
で
き
る

場
所
と
通
常
予
測
で
き
る
か

本
件
橋
梁
の
入
口
付
近
は
、
上
下
の
車
線
が
一
体
と

な
っ
て
い
る
よ
う
な
外
観
で
あ
り
、
橋
梁
上
に
お
い
て

も
、
走
行
車
両
か
ら
、
独
立
し
た
橋
梁
で
あ
る
こ
と
は

認
識
し
難
く
、
歩
行
者
が
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
一
〆

ー
ト
ル
程
離
れ
た
位
置
か
ら
中
央
部
を
一
見
し
た
場
合

も
、
独
立
し
た
橋
梁
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
橋
梁
が
、
上
下
別
々
の
橋

梁
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
本
件
空
間
部
分
が
存
在
す
る
こ

と
を
、
運
転
者
が
認
識
す
る
こ
と
は
、
通
常
困
難
で
あ

り
、
一
体
の
橋
梁
と
認
識
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
被

害
者
は
、
本
件
事
故
後
追
突
事
故
の
発
生
も
認
識
し
て

h
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い
た
と
考
え
ら
れ
、
本
件
空
間
部
分
に
橋
梁
が
続
い
て

い
る
と
考
え
る
と
、
本
件
空
間
部
分
は
最
も
好
ま
し
い

避
難
場
所
で
あ
る
と
認
識
し
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
誰
も
が
同
様
の
認
識
を
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
本
件
橋
梁
手
前
に
は
、
非
常
駐
車
帯

が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
ま
で
行
く
危
険
を
考
え

る
と
、
非
常
駐
車
帯
で
待
機
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
ま
で

は
い
え
な
い
。
よ
っ
て
、
被
害
者
の
認
識
と
行
動
は
、

一
般
人
と
し
て
通
常
の
認
識
と
行
動
で
あ
っ
た
と
解
さ

れ
、
本
件
橋
梁
に
お
い
て
、
人
が
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
乗

り
越
え
る
こ
と
は
、通
常
予
測
で
き
る
行
動
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
本
件
空
間
部
分
か
ら
転
落
事
故
を
防
ぐ
に
は
、

本
件
空
間
部
分
へ
の
進
入
を
防
ぐ
た
め
に
、
空
間
の
上

部
に
そ
こ
へ
立
ち
入
ら
せ
な
い
程
度
の
ネ
ッ
ト
等
を
貼

れ
ば
足
り
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

図 1 橋梁断面図

②

事
故
発
生
時
刻
頃
の
本
件
事
故
現
場
付
近
は
本
件
空

間
部
分
を
確
認
で
き
る
ほ
ど
明
る
い
か

本
件
橋
梁
は
、
山
間
部
に
所
在
し
、
日
没
後
車
線
を

照
ら
す
の
は
、
橋
梁
手
前
及
び
橋
梁
上
の
照
明
灯
、
ま

た
、
本
件
事
故
発
生
時
と
同
時
刻
頃
は
、
車
両
の
流
れ

が
途
切
れ
な
い
た
め
、
車
の
前
照
灯
に
よ
っ
て
も
照
ら

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
歩
行
者
が
本
件
空
間
部
分
に

近
づ
い
て
、
覗
き
見
た
時
は
、
そ
の
下
の
地
表
に
も
全

く
明
か
り
が
な
い
た
め
、
全
く
の
暗
闇
で
あ
り
、
足
場

と
な
る
べ
き
底
部
を
認
識
す
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
空
間

に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

被
害
者
は
、
本
件
橋
梁
上
を
歩
行
し
た
こ
と
に
よ
り
、

そ
こ
が
橋
梁
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
問
題
は
、
橋
梁
で
あ
る
か
杏
か
の
認
識

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
橋
梁
で
あ
る
こ
と
ま

で
認
識
で
き
る
か
否
か
で
あ
り
、
夜
間
に
お
い
て
は
、

中
央
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
内
を
見
て
も
、
そ
の
内
部
は
暗
闇

で
、
一
見
し
て
安
全
な
足
場
と
な
る
べ
き
場
所
が
な
い

こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
一
体
と
な
っ

た
橋
梁
で
あ
る
と
誤
認
し
て
い
る
た
め
、
橋
梁
部
分
が

本
件
空
間
部
分
に
も
続
い
て
い
る
と
認
識
し
て
も
、
不

思
議
で
は
な
い
。
一
方
、
本
件
空
間
部
分
は
全
く
の
暗

闇
で
あ
っ
て
、
橋
梁
が
続
い
て
い
る
と
す
る
と
、
緑
石

か
ら
の
若
干
の
光
の
反
射
に
よ
り
、
そ
こ
ま
で
真
っ
暗

で
あ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
暗
さ
で
あ

り
、
本
件
空
間
部
分
の
底
部
の
位
置
が
何
処
に
あ
る
か

に
つ
い
て
も
、
あ
ま
り
に
暗
闇
で
あ
る
た
め
に
不
安
を

感
じ
る
程
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
足
を
下
ろ
す
に
あ

た
り
、
通
常
で
あ
れ
ば
、
懐
中
電
灯
、
ラ
イ
タ
ー
や
マ

ッ
チ
等
の
光
を
用
い
た
り
、石
や
物
等
を
放
り
込
ん
で
、

本
件
空
間
部
分
の
底
部
の
位
置
や
形
状
を
探
る
の
が
普

通
の
対
応
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
被
害
者
は
、
こ

の
よ
う
な
配
慮
を
す
る
こ
と
な
く
、
安
易
に
、
本
件
空

間
部
分
に
体
重
の
か
か
る
方
法
で
足
を
入
れ
た
も
の
と

推
認
さ
れ
る
。




